
 鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和３年９月２７日 

 

                       鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第３７号 

   鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

条例 

 鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例第１

４５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表鳥取市河原町コミュニティセンターの項の次に次のように加える。 

鳥取市河原町国英地区コミュニティ施設 鳥取市河原町山手 

 別表第２鳥取市河原町コミュニティセンターの部の次に次のように加える。 

鳥取市河原町国英地区

コミュニティ施設 

多目的交流室 １時間につき 

２００円 

１時間につき 

４００円 

 調理室 １時間につき 

３００円 

１時間につき 

６００円 

 和室 １時間につき 

２００円 

１時間につき 

４００円 

 屋内運動場 １時間につき 

２５０円 

１時間につき 

２５０円 



   附 則 

 この条例は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

 


